
一般廃棄物の収集・運搬委託契約書（案） 
 

 

沖 縄 県 立 中 部 病 院 長  玉 城  和 光 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。 ） と  

（ 以 下 「 乙 」 と い う 。 ） は 、 一 般 廃 棄 物 （ 感 染 性

医 療 廃 棄 物 を 除 く 。 ） の 収 集 運 搬 に つ い て 次 の と お り 契 約 を 締 結 す る 。  

 

  （ 総 則 ）  

第 １ 条  甲 は 、 病 院 で 発 生 す る 廃 棄 物 （ 感 染 性 医 療 廃 棄 物 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） の 収

集 運 搬 を 乙 に 委 託 し 、  乙 は こ れ を 受 託 す る も の と す る 。  

 

  （ 収 集 ・ 運 搬 の 方 法 ）  

第 ２ 条  甲 は 病 院 で 発 生 す る 廃 棄 物 を う る ま 市 指 定 ご み 袋 に 入 れ て 所 定 の 場 所 に 保

管 す る も の と し 、乙 は こ れ を 別 添 仕 様 書 の と お り 遅 滞 な く 収 集 ・ 運 搬 す る も の と す

る 。 （ 資 源 ご み に つ い て は 透 明 の ビ ニ ー ル 袋 等 に 入 れ る も の と す る 。 ）  

 

 （ 契 約 期 間 ）  

第 ３ 条  本 契 約 の 期 間 は 、 令 和 ５ 年 10 月 １ 日 か ら 令 和 ７ 年 ９ 月 30 日 ま で と す る 。  

 

 （ 請 負 金 額 ）  

第 ４ 条  こ の 契 約 に 基 づ く 請 負 金 額 は 、        円 （ う ち 取 引 に 係 る 消 費 税

額 及 び 地 方 消 費 税 額 は 、      円 ） と す る 。  

  （ 注 ） 「 取 引 に 係 る 消 費 税 額 及 び 地 方 消 費 税 額 」 は 、 消 費 税 法 第 28 条 第 １ 項 及

び 第 29 条 の 規 定 並 び に 地 方 税 法 第 72 条 の 82 及 び 第 72 条 の 83 の 規 定 に 基 づ き 算

出 し た も の で 、 請 負 金 額 に 110 分 の 10 を 乗 じ て 得 た 額 で あ る 。  

２  乙 は 、 当 該 月 の 業 務 完 了 後 に 前 項 の 請 負 金 額 の 24 分 の １ を 翌 月 に 甲 に 請 求 し 、

甲 は 、乙 の 適 正 か つ 正 当 な 請 求 書 を 受 理 し た 日 か ら 30 日 以 内 に 支 払 う も の と す る 。

な お 、 端 数 に つ い て は 、 最 終 月 に そ の 金 額 と 合 わ せ て 請 求 す る も の と す る 。  

 

（ 消 費 税 率 の 改 定 に 伴 う 留 意 事 項 ）  

第 ５ 条  本 契 約 に お い て 、 契 約 期 間 中 途 に お い て 消 費 税 等 の 率 が 改 正 さ れ た 場 合 に

は 、 甲 乙 協 議 の う え 、 改 正 後 の 税 率 に よ り 定 め る も の と す る 。  

 

（ 支 払 遅 延 利 息 ）  

第 ６ 条  甲 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 支 払 い が 遅 れ た 場 合 、 乙 は 遅 延 日 数 に 応 じ 、

政 府 契 約 の 支 払 遅 延 防 止 法 等 に 関 す る 法 律 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ い て 告 示 さ

れ た 率 で 計 算 し た 額 の 遅 延 利 息 を 甲 に 請 求 で き る も の と す る 。  

 

（ 入 札 保 証 金 ）  

第 ７ 条  見 積 も る 契 約 金 額 の 100 分 の 5 以 上 。 た だ し 、 沖 縄 県 財 務 規 則 第 100 条 第

２ 項 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 免 除 す る 。  

 

（ 契 約 保 証 金 ）  

第 ８ 条  契 約 金 額 の 100 分 の 10 以 上 。た だ し 、沖 縄 県 財 務 規 則 第 101 条 第 ２ 項 の い

ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 免 除 す る 。  

 

（ 一 括 再 委 託 等 の 禁 止 ）  

第 ９ 条  乙 は 、 契 約 の 全 部 の 履 行 を 一 括 又 は 分 割 し て 第 三 者 に 委 任 し 、 又 は 請 負 わ

せ て は な ら な い 。  

２  乙 は 、 甲 が 委 託 仕 様 書 で 指 定 し た 契 約 の 主 た る 部 分 の 履 行 を 第 三 者 に 委 任 し 、

請 負 わ せ て は な ら な い 。  

３  乙 は 、 暴 力 団 員 ま た は 暴 力 団 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者 に 契 約 の 履 行 を 委 任 し 、

又 は 請 負 わ せ て は な ら な い 。  

４  乙 は 、 契 約 の 一 部 を 第 三 者 に 委 任 し 、 又 は 請 負 わ せ よ う と す る と き は 、 10 日 前

ま で に 再 委 託 承 認 申 請 書 を 甲 に 提 出 す る と と も に 、 事 前 に 書 面 に よ る 甲 の 承 認 を



受 け な け れ ば な ら な い 。  

５  乙 は 、 前 項 に よ り 第 三 者 に 委 任 し 、 又 は 請 負 わ せ た 業 務 の 履 行 及 び 当 該 第 三 者

の 行 為 に つ い て 全 責 任 を 負 う も の と し 、 当 該 第 三 者 が 甲 に 損 害 を 与 え た 場 合 、 乙

は そ の 損 害 を 賠 償 し な け れ ば な ら な い 。  

６  乙 が 第 １ 項 か ら 第 ４ 項 に 違 反 し た と き は 、甲 は 本 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。

こ れ に よ り 乙 又 は 乙 が 業 務 の 一 部 を 委 任 し 、 又 は 請 負 わ せ た 第 三 者 に 発 生 し た 損

害 に つ い て 、 甲 は 賠 償 責 任 を 負 わ な い も の と す る 。  

 

（ 反 社 会 的 勢 力 に 係 る 解 除 ）  

第 10 条  甲 は 、乙 が 本 契 約 に 関 し て 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 判 断 し た 場 合

は 、 何 ら の 催 告 を す る こ と な く 、 本 契 約 を 解 除 す る こ と が 出 来 る も の と す る 。 但

し 、 故 意 又 は 過 失 に よ ら ず し て 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め ら れ る 場 合

で 、 そ の 事 実 が 判 明 し た 後 、 直 ち に 当 該 関 係 を 解 消 し た と き は こ の 限 り で な い も

の と す る 。  

一  乙 又 は 乙 の 役 員 若 し く は 実 質 的 に 経 営 に 支 配 的 な 影 響 力 を 有 す る 者（ 以 下「 役

員 等 」 と い う 。 ） が 反 社 会 的 勢 力 で あ る 場 合 。  

二  乙 又 は 乙 の 役 員 等 が 反 社 会 的 勢 力 に 対 し 、 出 資 、 貸 付 、 資 金 若 し く は 役 務 の

提 供 等 を し て い る 場 合 又 は 、 反 社 会 的 勢 力 と 何 ら か の 取 引 そ の 他 の 関 係 を 有 し て

い る 場 合 。  

２  甲 は 、 乙 が 本 契 約 に 関 し て 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 行 為 を し た 場 合 は 、

何 ら の 催 告 を す る こ と な く 、 本 契 約 を 解 除 す る こ と が 出 来 る も の と す る 。  

一  暴 力 的 な 要 求 行 為 。  

二  法 的 な 責 任 を 超 え た 不 当 な 要 求 行 為 。  

三  取 引 に 関 し て 、 脅 迫 的 な 言 動 を し 、 又 は 暴 力 を 用 い る 行 為 。  

四  風 説 を 流 布 し 、 偽 計 を 用 い 、 又 は 威 力 を 用 い て 甲 の 信 用 を 棄 損 し 、 又 は 甲 の

業 務 を 妨 害 す る 行 為 。  

五  そ の 他 前 各 号 に 準 ず る 行 為 。  

３  前 ２ 項 の 規 定 に よ り 本 契 約 を 解 除 し た 場 合 に は 、 甲 は こ れ に よ る 乙 の 損 害 を 賠

償 す る 責 を 負 わ な い も の と す る 。  

 

  （ 事 故 発 生 時 の 対 応 手 順 ）  
第 11 条  沖 縄 県 立 中 部 病 院 内 に お い て 、 乙 が 関 与 す る 事 故 が 発 生 し た 場 合 は 、 直 ち

に 甲 の 管 理 担 当 者 に 報 告 す る と と も に 、 事 故 報 告 書 を 甲 に 提 出 す る も の と す る 。  

２  事 故 報 告 書 は 、 事 故 発 生 の 日 か ら 起 算 し て 10 日 以 内 に 提 出 す る も の と す る 。  

 

  （ 損 害 賠 償 ）  

第 12 条  乙 は 、本 契 約 履 行 中 、明 ら か に 乙 及 び 乙 の 職 員 の 責 に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、

甲 又 は 第 三 者 に 損 害 を 与 え た と き は 、 乙 が そ の 損 害 を 賠 償 す る も の と す る 。  

  

  （ 契 約 の 解 除 ）  

第 13 条  甲 は 、 次 の 各 号 の 一 つ に 該 当 す る と き は 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。  

  (1) 乙 が 本 契 約 に 違 反 し た と き 。  

  (2) 乙 が 本 契 約 の 解 除 を 申 し 立 て 、 甲 が そ の 事 由 を 正 当 と 認 め た と き 。  

  (3) 乙 が 契 約 者 た る 資 格 を 欠 い た と き 。  

 

（ 予 算 の 減 額 に よ る 契 約 の 解 除 ）  

第 14 条  甲 は 、 翌 年 度 以 降 に お い て 歳 入 歳 出 予 算 の 当 該 金 額 に つ い て 減 額 又 は 削 除

が あ っ た 場 合 は 、 こ の 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。  

 

  （ 協  議 ）  

第 15 条  こ の 契 約 に 関 し て 疑 義 が 生 じ た と き 、 燃 料 費 の 高 騰 等 経 済 状 況 が 著 し く 変

動 し た と き 、又 は こ の 契 約 に 定 め の な い 事 項 に つ い て 定 め る と き は 、甲 乙 協 議 の う

え 処 理 す る も の と す る 。  

 

 

 



 

 

 こ の 契 約 の 成 立 を 証 す る た め 、 本 書 ２ 通 を 作 成 し 、甲 乙 記 名 ・ 押 印 の 上 、各 自 １ 通

を 保 有 す る 。  

 

 

  令 和 ５ 年  月  日  

 

                           甲   沖 縄 県 う る ま 市 字 宮 里 281 番 地  

                                   沖 縄 県 立 中 部 病 院  

                                         院   長   玉 城  和 光      

      

 

 

                          乙    

                 

                 

 

  



 

廃 棄 物 の 収  集  ・  運  搬 仕 様 書  

 

 

 

 

１．収集場所  

 

  (1)  県立中部病院一般廃棄物保管庫   

  (2)  県立中部病院が指定した場所  

 (3) 県立中部病院研修医師寄宿舎（南冠寮）   

 

 

２．運搬日及び運搬方法  

 

  (1)  運搬日は月曜日から土曜日までの週６回とする。  

  (2)  廃棄物を運搬中に飛散させないこと。  

 

 

３．廃棄物の種類  

 

  (1)  燃える廃棄物  

  (2)  燃えない廃棄物  

(3)  資源ごみ  

 

４．その他  

 

  (1)  運搬車両の事故（車検、故障等）により、運搬業務に支障

をきたしてはならない。  

  (2)  県立中部病院で排出する廃棄物量を確認する際には協力

すること。  


